
企画提案の募集 

  

次のとおり委託業務に係る受託者を募集します。  

  

令和７年２月４日  

  

  

社会福祉法人恩賜財団済生会 

富山県済生会富山病院 

院長  亀山 智樹 

  

１．募集する事項  

（１） 業務名  

富山県済生会富山病院外来駐車場運営管理業務委託  

（２） 業務内容  

※詳細については、別途配布する仕様書による。  

（３） 履行場所 

富山県富山市楠木３３−１ 

社会福祉法人恩賜財団済生会 富山県済生会富山病院敷地内 

（４） 契約期間  

令和７年６月１日から令和１２年５月３１日  

  

２．応募資格  

（１） 次の事項に該当する者は、競争参加者となることができない。  

① 当該競争に係る契約を締結する能力を有しない者  

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項 各号に掲

げる者  

④ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者  

⑤ 当該物品購入等の競争日前６月以内に手形又は小切手を不渡りにした者  

⑥ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開

始決定がされていない者  

⑦ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開

始決定がされていない者  



（２） 富山県の競争入札参加資格を有しており、富山県から指名停止措置を公告日

から業者選定日までの間、受けていない者。 

（３） 次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。  

① 提出書類に虚偽の事実を記載した者  

② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者  

（４） 競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められると

きは、その者について３年以内の期間を定めて競争に参加させないことがで

きる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は代理人として使用する者

についても、また同様とする。  

① 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は

物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。  

② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。  

③ 選定された事業者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行すること

を妨げたとき。  

④ 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をする

ため必要な監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。  

⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。  

⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請

求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。  

⑦ この項（この号を除く。）の規定により競争に参加できないこととされてい

る者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人

として使用したとき。  

 

３．応募期間及び方法  

（１） 問い合わせ先等 

社会福祉法人恩賜財団済生会 富山県済生会富山病院 

所在地：富山県富山市楠木３３−１ 

電 話：０７６－４３７－１１１１ (代表)  

担当者：用度課 河瀬 晶美 

（２） 参加希望者は、令和７年２月１９日（水）午後５時００分までに「企画提案募

集申請書（別紙様式 2）」（本公告に添付）を直接持参にて提出してください。

確認申請の結果については、令和７年２月２５日（火）以降に競争担当者情報

に記載の電子メールアドレスに電子メールにより通知します。ただし、参加資

格「有」とした場合でも、選定後、改めて資格を確認し、資格の確認ができた

場合のみ委託者として決定しますのでご注意してください。  

（３） 説明会  

説明会等は実施致しません  



（４） 「募集要項（別紙様式 1）」をよくご確認の上ご応募ください。  

 

４．その他  

（１） 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨  

（２） 契約の相手方の決定方法  

  委託先候補者は、選考委員会によるヒアリング（企画提案内容のプレゼンテー ショ

ン及び質疑）結果を踏まえて選定します。  

（３） 契約書の作成の要否 要  


